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１．はじめに

 伊方発電所３号機は、令和６年７月１９日に送電を停止し、第１７回定期検査
を開始して以降、本日まで安全最優先で点検作業を実施しています。

 令和２年１月、３号機第１５回定期検査において発生した「連続トラブル」お
よび令和３年７月に判明した「過去の保安規定違反」については、再発防止策
を徹底するとともに、愛媛県・伊方町から頂いた要請事項についても継続的に
取り組んでいます。

 また、本年３月の環境安全管理委員会で報告しました令和５年度原子力規制検
査（火災防護）での指摘事項への対策についても、順次実施しています。

 本日は、上記の内容に至近のトピックスを加えた伊方発電所の状況についてご
報告いたします。
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２．３号機第１７回定期検査の実施状況
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（１）主なスケジュール

令和６年 ７月１９日 送電停止（定期検査開始）
令和６年 ９月３０日 送電開始（目途）
令和６年１０月２５日 総合負荷性能検査（定期検査終了）（目途）

7⽉ 8⽉ 9⽉
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（２）今回の主要工事および燃料集合体の取り替え
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２．３号機第１７回定期検査の実施状況

① 火災防護対策工事

 火災に関する規制基準の改正に伴う対応と
して、火災感知器を追設し、火災感知機能
の強化を図る。

 原子力規制検査での指摘事項への対応※１と
して、ケーブルを収納する電線管等へ耐火
材を施工し、耐火能力の向上を図る。

※１ ４．原子力規制検査指摘事項（火災防護）の対策
実施状況にて説明

② 燃料集合体の取り替え

 燃料集合体全数１５７体のうち、４０体（ＭＯＸ
燃料※２ ５体含む）の燃料集合体をウラン新燃
料に取り替え予定。

※２ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料

火災防護対策工事作業状況
（海水管トレンチエリア）

耐火材施工

燃料取出作業状況
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 令和２年１月、３号機第１５回定期検査において４件のトラブルが連続して発生したことから、当社は
定期検査を中断して再発防止策を策定し、愛媛県・伊方町に報告するとともに、愛媛県知事・伊方町長
からの要請事項に取り組むことを条件に定期検査を再開した。

 当社が策定した各トラブルの再発防止策については完了しており、その後も継続的な改善活動に取り組
んでいる。

 愛媛県知事・伊方町長からの要請事項に対しては、速やかに実施すべき事項への対応は完了しており、
その後も継続的に、安全文化の醸成や技術力の維持・向上などの取り組みを実施している。

 また、要請事項のうち、更なる安全性確保のための対応である断路器の恒常的な対策については、前回
定検（３号機第１６回定期検査）にて設備の改良工事が完了している。

 連続発生したトラブルに係るこれまでの主な経緯は以下のとおり。

３．１ 連続発生したトラブルの再発防止策の実施状況

（１）経緯
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令和元年 12月26日 定期検査開始

令和２年 １月６日～１月25日 連続トラブル発生（１月25日定期検査中断）

１月６日 中央制御室非常用循環系の点検に伴う運転上の制限の逸脱

１月12日 原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタの引き上がり

１月20日 燃料集合体点検時の落下信号発信

１月25日 所内電源の一時的喪失

３月17日 各事象の原因と対策の報告書を愛媛県・伊方町へ提出

７月29日 環境安全管理委員会で対策内容を確認

８月３日 愛媛県知事・伊方町長から定期検査再開にあたってのご要請事項受領
（条件付きで定期検査再開の了解）

８月５日 定期検査再開

令和３年 ９月２日 環境安全管理委員会で対策の実施状況を確認

令和４年
令和５年

８月18日
８月１日

環境安全管理委員会で対策の実施状況を確認
環境安全管理委員会で対策の実施状況を確認



要請事項 取り組み状況

①更なる安全性向上に向けた詳細調査の実施
「伊⽅発電所第３号機 原⼦炉容器上部炉⼼構
造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がり」

マグネタイト発⽣メカニズム、挙動等について継続的に
調査・研究し、その結果を学会や専⾨誌等で発表すると
ともに、発⽣量の低減に向けて取り組むこと。

• マグネタイト発⽣メカニズム・挙動等についての調査・研究をフェーズ１、フェーズ2の２段階で実施。
フェーズ１で当社が推定したメカニズムでマグネタイトの発⽣を確認し、フェーズ２でプラント起動時の
⽔質環境下（200℃、弱酸性、酸化性雰囲気）でマグネタイト発⽣量が多くなる傾向を確認した
ため、マグネタイト低減策としてプラント起動時に運⽤可能な範囲で1次冷却材のpH上昇を実施す
ることとした。（3-17サイクルのプラント起動時にマグネタイト低減策を実施）

• マグネタイト発⽣メカニズム・挙動等についての調査・研究の成果は、⽇本保全学会学術講演会
（第17回︓令和3年7⽉、第18回︓令和4年７⽉）で発表実施。
また、令和5年5⽉に第30回原⼦⼒⼯学国際会議（ICONE30）で発表実施。

②恒常的な対策による安全性の確保
「伊⽅発電所における所内電源の⼀時的喪失」

• 恒常的な対策が完了するまで、部分放電診断（常時計測）と内部異物診断による状態監視
（１カ⽉に１回計測）を継続実施した。

• 恒常的な対策を検討し、⼀部断路器の撤去または改造を⾏うこととした。
• 恒常的な対策の改造⼯事を３－１６定検で実施し、令和５年４⽉に完了した。

③安全⽂化の醸成

• ⽇々の安全⽂化醸成活動を継続的に実施。（継続実施）
• 各⾃が⾃ら考える⼒を育成するため、安全⽂化の１０の特性のうち⾃⾝の弱みを⾃ら抽出し、改善

⾏動に繋げる取り組みを令和３年度から実施している。（継続実施）
• 原⼦⼒安全推進協会（JANSI）や外部講師などを活⽤し、海外の取り組みなどを含めた安全⽂

化に関する教育を実施している。（継続実施）
• 当社幹部と発電所員等との間での双⽅向コミュニケーション形式での定期的な意⾒交換を継続する。
• これらの取り組みについて、情報発信を実施する。（要請事項⑥への取り組み）

④新チームの研鑽

• 作業要領書や作業計画の妥当性等を独⽴した⽴場からレビューする新チームは、試⾏・検証を実施
し、令和２年９⽉に恒常的組織としてプロセス管理課を新設。今後も運⽤しながら改善点抽出、
改善策検討を継続して実施し、チームの技術⼒向上を図っていく。

• PRAを⽤いた定期検査時のリスク管理について、リスク管理の⽬安値やリスク低減に係る検討プロセ
スの明確化など、評価⼿法や運⽤の⾼度化を図った。（３－１６定検以降、継続的に実施）

• 運転中作業のリスク管理として、運転中の機器・系統隔離に対するPRAの結果に基づき、作業計画
の⾒直し等、リスク低減のための補償措置を実施する運⽤を開始した。（令和５年度末より本運⽤
開始）

• リスク上重要な機器が設置されたエリアを⽬視で確認できるマップ（リスク重要度エリアマップ）を整備
し、運転中の作業や物品保管におけるリスク上の重要機器への影響を考慮した作業管理や防護対
策強化を⾏う運⽤を開始した。（令和５年度末より本運⽤開始）
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３．１ 連続発生したトラブルの再発防止策の実施状況

（２）愛媛県からの要請事項への取り組み状況（１／２）

赤文字は、令和５年８月１日 環境安全管理委員会にて報告した以降の更新箇所。



要請事項 取り組み状況

⑤技術⼒の維持・向上

• ベテラン社員のノウハウ等の技術継承のため、ベテラン社員の視点・知⾒を作業要領書に落とし込む作業を実施した。
• 定検作業はベテラン社員と若⼿社員を組み合わせて実施していく。（継続実施）
• 他電⼒やメーカなど海外を含めた外部組織からの情報収集を引き続き⾏う。（継続実施）
• 従来から実施しているシビアアクシデント対応等を含めた教育訓練を継続実施するとともに、稀頻度作業の原⼦⼒

保安研修所での訓練計画を整備した。稀頻度作業の訓練については、現在までに、令和４年度下期(３－１６
定検前)、令和６年度上期（３ー１７定検前）に実施している。（継続実施）

• 従来通り、安全上重要な作業は当社社員が主体となって実施する。（継続実施）

⑥県⺠の信頼回復

• 毎年実施している訪問対話活動において、伊⽅発電所に関するリーフレットを配布するとともに、ご意⾒・質問への
対応を⾏っており、今後も活動を継続していく。（継続実施）
令和２、３、４年度は新型コロナウイルス感染拡⼤時期であったため、リーフレットを各家庭に配布し、 はがき、電
話、メール等で寄せられた意⾒・質問への対応を実施し、令和５年度は従来通り当社社員が個別にお宅を訪問し
てリーフレットを⽤いてご説明するとともにご意⾒・ご質問をお伺いした。

・令和２年度 連続したトラブルの再発防⽌策、使⽤済燃料乾式貯蔵施設の設置等
・令和３年度 過去の保安規定違反に対する取り組み、連続したトラブルの再発防⽌策、使⽤済燃料乾式貯蔵施設の設置等
・令和４年度 安全⽂化の醸成・技術⼒の維持向上への取り組み、使⽤済燃料乾式貯施設の設置等
・令和５年度 安全⽂化の醸成・技術⼒の維持向上への取り組み、使⽤済燃料乾式貯施設の設置、使⽤済樹脂貯蔵タンク増設

計画の状況等
• 当社の取り組み状況を説明する動画を制作し、当社HP、地域のCATVなどで情報発信を⾏っており、引き続き情

報発信に取り組む。（継続実施）
・令和２年度 連続したトラブルの再発防⽌策等
・令和３年度 過去の保安規定違反に対する取り組み状況等
・令和４年度 安全⽂化醸成活動、技術⼒の維持向上への取り組み等
・令和５年度 伊⽅発電所で働く従業員⼀⼈ひとりの役割と安全への思いについて

• 令和4年度からは、更なる理解活動として、愛媛県⺠の皆様へ伊⽅発電所の取り組み状況を紹介するため、市・町
が発⾏する広報誌(各市町が全⼾配布)にＱＲコード付き広告を掲載し、伊⽅発電所の取り組み状況を紹介する
動画をご覧いただく取り組みを可能な範囲で実施。

• ⽇々の安全⽂化醸成活動を継続的に実施し、発電所員の安全意識向上に取り組む。(要請事項③で取り組む)

⑦安全性の不断の追求について
• 継続的に最新知⾒等の収集を実施し、安全対策向上の検討に反映していく。
• 従来から実施している国内外の最新知⾒等の収集、評価、安全対策の検討を継続的に実施。
• 最新知⾒等の評価・安全対策検討の結果は安全性向上評価届出書にまとめる。
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３．１ 連続発生したトラブルの再発防止策の実施状況

（２）愛媛県からの要請事項への取り組み状況（２／２）

赤文字は、令和５年８月１日 環境安全管理委員会にて報告した以降の更新箇所。



概要 原因 再発防⽌策と対応状況

事象Ⅰ

中央制御室⾮
常⽤循環系の
点検に伴う運転
上の制限の逸脱

第14回定期検査（平成
29年10⽉3⽇〜平成30年
11⽉28⽇）中の中央制御
室⾮常⽤循環系点検作業
について、保安規定に定める
点検可能時期以外の期間で
作業を実施していた。

なお、当該作業以外の予
防保全作業について、点検
可能時期以外の期間で作業
していなかったことを確認した。

•担当者は、保安規定記載事項の⼀
部について誤った解釈をした状態であっ
たこと、また、⼗分な確認を⾏わなかっ
たことから、当該作業を実施してはいけ
ない時期に計画した。
•作業許可にあたり、各承認者が当該
作業の実施可能時期かどうかを確実に
チェックできる仕組みが構築できていな
かった。
•「問いかける姿勢」が⽋けていたことから、
組織としてのチェック機能も働かなかった
ものと推定した。

•作業計画の妥当性を確認するチェックシートを作成し、
承認を受ける運⽤を開始した。

【社内規定へ反映し運⽤開始済】
•保安規定が改定された場合には、周知に加えて改
定内容に係る教育を実施する。

【社内規定へ反映済・継続実施】
•保安規定の運⽤について追加教育を⾏う。

【教育実施】
•定期的に実施している、原⼦⼒安全に対して組織や
個⼈が持つべき習慣等に関する教育に、今回の事
象を反映することで、「問いかける姿勢」が定着するよ
う繰り返し意識付けを⾏う。

【社内規定へ反映済・継続実施】

事象Ⅱ

原⼦炉容器上
部炉⼼構造物
吊り上げ時の制
御棒クラスタの引
き上がり

原⼦炉からの燃料取出の
準備作業として、制御棒クラ
スタと駆動軸との切り離しを
⾏った後、原⼦炉容器の上
部炉⼼構造物を吊り上げて
いたところ、制御棒クラスタ
１体が上部炉⼼構造物とと
もに引き上げられた。

•制御棒クラスタ頭部の堆積物が駆動
軸取り外し軸の先端と接⼿との間に詰
まったことから、駆動軸を制御棒クラスタ
へ着座させた後、駆動軸先端が制御
棒クラスタに沈み込み、不完全な結合
状態となり、制御棒クラスタ１体が上
部炉⼼構造物とともに引き上げられた
ものと推定した。
•切り離し操作後に意図せず再結合す
る事象は、これまで経験したことがない
事象であったため、再結合となった状態
を確認する⼿順がなかった。

•駆動軸が確実に切り離されていることを確認するため、
駆動軸取り外し軸の位置を確認する⼿順を追加す
ることにより、再結合を防⽌する。

【作業要領書へ反映済】
•駆動軸切り離し時に加え、駆動軸を制御棒クラスタ
へ着座させた後に再度重量確認や位置計測を⾏う
ことにより、再結合していないことを確実に確認する⼿
順を追加する。

【作業要領書へ反映済】
•制御棒クラスタ頭部のスラッジを可能な限り減らすた
め、定期検査毎に制御棒クラスタ頭部の状況を確認
し、スラッジが堆積している場合は除去する。

【3-15定検実施済・継続実施】
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３．１ 連続発生したトラブルの再発防止策の実施状況

（参考資料１）令和２年に連続発生したトラブルの概要および再発防止策等（１/３）



概要 原因 再発防⽌策と対応状況

事象Ⅲ

燃料集合体点
検時の落下信
号発信

燃料集合体を点検装置ラッ
クに挿⼊する際に、当該ラック
の枠に乗り上げたことにより使
⽤済燃料ピットクレーンの吊り
上げ荷重が減少し、燃料集
合体の落下信号が発信した。

•点検装置ラックの開⼝部が⼩さく、難
度が⾼い作業となっていた。また、⽔中
照明により点検装置ラックに影ができ、
開⼝部の視認性が低下していた。
•燃料集合体の点検装置ラックへの挿
⼊状況の確認は操作員のみで実施し
ていた。
•燃料集合体が点検装置ラックと接触す
ること等により荷重変動が⽣じた際の
対応が明確でなかった。
•この作業の困難さを操作員のみが認識
し、作業員全員で共有できておらず、
改善につながっていなかった。

•点検装置ラックの開⼝部を拡⼤する。
また、本点検作業時には、状況を確認するための⽔
中テレビカメラ、作業中の視認性向上のための⽔中
照明を追加で設置する。 【点検再開時に実施済】

•燃料集合体の点検装置ラックへの挿⼊状況について、
操作員に加えて作業責任者がダブルチェックを⾏う。

【作業要領書へ反映済】
•燃料集合体を点検装置ラックに挿⼊する際の注意
事項として、点検装置ラックへの接触等により荷重変
動が⽣じた際には作業を中断し、追加措置の必要
性等を確認することを作業要領書に追記する。

【作業要領書へ反映済】
•今後、作業の難度を考慮し、作業員への聞き取り等
に基づき適切な作業⼿順・作業環境とすることが作
業要領書に反映されるよう、社内規定を⾒直す。

【社内規定・作業要領書へ反映済】

事象Ⅳ

所内電源の⼀
時的喪失

1､2号機の屋内開閉所に
おいて、保護リレー試験時に
断路器が故障し、1~3号機
へ供給していた18万７千Ｖ
送電線４回線からの受電が
停⽌した。その後、1､2号機
は6万6千Ｖの予備系統から
受 電 し 、 3 号 機 は ⾮ 常 ⽤
ディーゼル発電機から受電し
た後に、50万Ｖ送電線から
の受電に切り替え復旧した。

今回の保護リレー試験では、
断路器が故障すると数秒間
でも3基が同時に停電する系
統構成となっていた。

•断路器の設備故障が直接的な原因であっ
た。
•断路器の開閉を⾏う内部部品の結合部
分に、ごく稀に隙間が⽣じる構造となってい
たため放電が発⽣し、放電に伴う発熱によ
り結合部が損耗し、隙間が拡⼤した。
•その後、断路器開閉時に結合部の擦れが
⽣じることで⾦属⽚が落下し、相間短絡
（ショート）が発⽣し、保護装置が動作し
たものと推定した。

•故障した当該断路器の部品を新品に交換する。 【済】
•その他断路器については、内部異常診断等により異常が
ないことを確認した。さらに、構造が異なる３号機の断路器
についても、同診断により異常がないことを確認した。

【確認実施済】
•今後計画的に同⼀構造および使⽤状態が同じ断路器ユ
ニット(13台)の内部開放点検を⾏う。 【点検実施済】
•恒常的な対策を検討する。 【検討済】
•当該断路器を加えた断路器(14台) について、内部異常
診断による監視を強化する。

【恒常対策完了し、監視強化終了】
•今回の保護リレー試験の再開に際しては、⼀定の負荷を
接続する必要があるが、１〜３号機の同時停電を防⽌
する観点から、３号機の所内負荷を接続しない系統構成
（模擬負荷使⽤）とする。 【試験再開時に実施済】
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（参考資料１）令和２年に連続発生したトラブルの概要および再発防止策等（２/３）



改善策 対応状況

総合評価※1

作業要領の充実 •3-15定検の全作業要領書の⾒直し【実施済】

作業計画段階におけるレビューの強化
（新チームの設置）

•新チームを設置し、作業要領および作業実施時期のレビュープロセスを構築し、試⾏・
検証を⾏い、令和2年9⽉から「プロセス管理課」を設置し、本格運⽤を開始

【実施済・継続実施】

包括的な改善活動の推進
・作業振り返り等による改善抽出
・CAP※2のインプット充実等

•作業後に振り返りを実施するよう標準発注仕様書を改正 【実施済】
•下記事項などを、EAM※3に登録し、CAPによる改善活動を実施【継続実施】
作業計画段階のﾚﾋﾞｭｰ結果、作業要領書の気付き事項、ﾒｰｶからの各種情報
当社幹部との意⾒交換会での要望事項、他部⾨や外部機関によるﾚﾋﾞｭｰ結果

安全意識の共有
・当社幹部等との意⾒交換の充実

•当社幹部等と所員の意⾒交換を実施 【継続実施】

技術⼒・現場⼒の維持向上
・教育訓練機会の増加
・ベテラン社員・作業員からの技術継承

•関係会社・協⼒会社と協議し、教育・訓練計画を検討 【完了】
•ベテラン社員・作業員からの技術継承を継続 【継続実施】

従来進めてきた保安活動の⼀層の推進 •適切な組織・体制の維持、ﾘｽｸ情報活⽤の推進、保守管理ﾌﾟﾛｾｽの着実な運⽤、職
場環境の改善活動、外部組織によるﾚﾋﾞｭｰなどの従来の活動を継続的に推進

【継続実施】

※1 総合評価︓４件のトラブルに対する個々の原因究明と再発防⽌策の策定に加え、これらの背景の分析とそれを踏まえた改善策を取りまとめたもの
※2 CAP︓Corrective Action Program（是正処置プログラム）
※3 EAM︓Enterprise Asset Management （統合型保修管理システム）
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（参考資料１）令和２年に連続発生したトラブルの概要および再発防止策等（３/３）



①更なる安全性向上に向けた詳細調査の実施について
「事象２ 伊⽅発電所第３号機 原⼦炉容器上部炉⼼構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がり」については、他のプラントも含め過去に事例のない事象であるこ

とから、不完全結合の防⽌に留まることなく、ＰＷＲ（加圧⽔型原⼦炉）の安全性向上という⼤局的かつ⻑期的な視点に⽴って、根本原因であるスラッジ（マグネタイト）
発⽣メカニズム、挙動等について継続的に調査・研究し、その結果を学会や専⾨誌等で発表するとともに、発⽣量の低減に向けて取り組むこと。

②恒常的な対策による安全性の確保について
「事象４ 伊⽅発電所における所内電源の⼀時的喪失」については、断路器の構造上、ごく稀に嵌合部に隙間が⽣じるために放電が発⽣したことが原因と推定されてお

り、短絡の兆候が⾒られている同型断路器も確認されていることから、再発防⽌策である部分放電診断と内部異物診断による状態監視の徹底と並⾏して、メーカとも協議し
ながら、改造や新設備導⼊等による恒常的な対策による更なる安全性確保に取り組むこと。

③安全⽂化の醸成について
安全⽂化の醸成は、⼀朝⼀⼣に確⽴できるものではなく、継続的な取組みが必要不可⽋であるため、形式的な⽅法に陥ることなく、海外の取組みも含め広く情報収集を

⾏うとともに、双⽅向のコミュニケーションの重要性を意識して、効果的な取組⽅法を不断に⾒直すこと。
また、社員教育においては、教育する側も含めて参加者全員が様々な⾓度から議論できる体制を整備し、「問いかける姿勢」の定着のみならず、「問いかける能⼒」について

も向上に向けて継続的に取り組むとともに、取組状況を積極的に発信すること。

④新チームの研鑽について
作業要領書や作業計画の妥当性等を独⽴した⽴場からレビューする新チームの設置は、⾮常に前向きで画期的な取組であるが、この新チームが⼗分機能し、トラブルの

未然防⽌が図られるか否かは、今後の運⽤・活⽤⽅法次第であるため、新チームの活動⾃体にもＣＡＰ制度やリスク評価を活⽤するなど研鑽を重ね、伊⽅発電所の安全
性向上を担う中核組織として育てること。

⑤技術⼒の維持・向上について
３号機⼀基体制となったことによる現場作業経験の減少やベテラン社員・作業員の定年退職等を踏まえ、これまで蓄積されたノウハウの維持が難しくなる懸念があるため、

教育訓練の充実・強化に努めるだけでなく、他電⼒やメーカなど海外を含めた外部組織からの情報収集を積極的に⾏うことにより、技術⼒の維持・向上に努めること。 また、
教育訓練については、これまでの内容に加え、外的事象やテロを含めたシビアアクシデントの防⽌や発⽣時の対応等の広範な知識の習得が強く求められているため、優先度
も考慮しながら、合理的な訓練プログラムとしていくこと。
その上で安全上重要な作業については、四国電⼒社員が主体となって実施するとともに、社員⼀⼈ひとりが、電⼒事業者としての責任を持って取り組むこと。

⑥県⺠の信頼回復について
社⻑⾃らリーダーシップを強く発揮し、再発防⽌策及び上記追加要請事項の徹底による安全確保を図っていくとともに、その旨を県⺠に丁寧に説明すること。また、関係会

社も含めた社員全員の安全意識の向上に不退転の覚悟で継続的に取り組み、県⺠の信頼回復に努めること。

⑦安全性の不断の追求について
これまでも、国の求める安全基準は最低条件という認識で、その基準を上回るアディショナルな対策を要請してきたが、今回の連続トラブルを真摯に受け⽌め、また、この機

会を捉え、再度、「安全対策に終わりはない」との強い信念の下、最新の知⾒等に基づく安全性を不断に追求し、⾃ら積極的に安全対策を講じること。
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（参考資料２）令和２年の連続トラブルに係る愛媛県からのご要請事項
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３．１ 連続発生したトラブルの再発防止策の実施状況

（参考資料３）④新チーム（プロセス管理課）の研鑽に係る活動状況（１/２）

⾼リスクとなる
保全作業

点検予定⽇まで
7営業⽇以上ある

保守点検作業を実施

NO

YES

YES（内的事象or外的事象）

プロセス管理課によるレビュー（必要に応じてプロセスレビュー会議を実施）

NO

【内的事象】
（定量評価）

【外的事象】
（定性評価）

3号機運転中に、3号機設備（共⽤設備含む）の期間外定検、
計画外保守点検を計画

 リスク評価結果に基づき、しきい値（リスクレベル※）に応じて以下を実施

外的事象発⽣による
リスク増加の有無を

定性的に評価

既存のPRA結果を
活⽤した簡易リスク
評価を実施

PRAを⽤いた詳細
リスク評価を実施

※リスクの⼤きい順に、「⾚⇒⻩⇒⽩」でリスクレベルを設定

リスク情報を活用した運転中作業のリスク管理の実施フロー

⾚ ・運転中の保全計画不可、作業計画または作業要領の⾒直し

⻩
・補償措置の検討、「リスク管理措置検討会」にて適切性を協議
・伊⽅発電所安全運営委員会にて補償措置等を審議、確認
・保安作業として対応

⽩ ・補償措置の検討、「リスク管理措置検討会」にて適切性を協議
・保安作業として対応

３号機運転中に実施される保全作業につい
ては、プロセス管理課によるリスク情報を活
用した作業計画レビューを実施しており、
更なるリスク情報活用の取り組みとして以下
の運用を開始。

 運転中の機器・系統隔離に対して定量
的なリスク評価（ＰＲＡ）を実施。

 リスク評価結果にて高リスクとなる保
全作業については、

• 作業の中止

• 作業計画の見直し
(対象機器、実施時期 等)

• リスク低減のための補償措置の検討

等を実施。

（１）リスク情報を活用した運転中作業のリスク
管理（令和５年度末より本運用開始）



 発電所内には、機能喪失によりプラントの安全性に影響を及ぼす可能性のあるリスク上重要
な機器が各所に設置されている。運転中にリスク上重要な機器の近傍で保全作業や物品保管
を実施する場合、機器が損傷しプラント安全に影響を及ぼす可能性があることから、リスク
上重要な機器への影響を踏まえた対応を実施することがリスク低減に有効である。

 このため、リスク上重要な機器が設置されたエリアを目視で確認できるマップ（リスク重要
度エリアマップ）を整備し、運転中の作業や物品保管におけるリスク上重要な機器への影響
を考慮した作業管理や防護対策強化を行う運用を開始した。

 プロセス管理課は、作業担当課とコミュニケーションをとりながら、リスク上重要な機器に
対する防護措置の適切性についてレビューを実施している。
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（参考資料３）④新チーム（プロセス管理課）の研鑽に係る活動状況（２/２）

（２）リスク重要度エリアマップを活用したリスク管理（令和５年度末より本運用開始）

リスク重要度エリアマップ（イメージ）

〇〇室

△△A室

△△B室

□□機器

××室

EL■■ m リスク上重要機器設置エリア
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（参考資料４）⑥県民の信頼回復に係る令和５年度の活動状況

（１）訪問対話活動
 毎年実施している伊方発電所周辺（発電所から20km

内）の訪問対話活動は、４年ぶりとなる対面形式に
より実施した。

 今回の活動では、「伊方発電所における安全文化醸
成や技術力の維持・向上への取り組み」「使用済燃
料乾式貯蔵施設設置工事」「伊方発電所１，２号機
の廃止措置作業」および「使用済樹脂貯蔵タンク増
設計画の状況」を各世帯（25,702戸）へご説明する
とともに、皆さまから原子力に関するご意見・ご質
問をお伺いした。

(令和５年12月20日公表済）

（２）その他の活動
 令和２年１月に伊方発電所で連続して発生したトラ

ブル以降、地域の皆さまへの動画による情報発信に
も注力しており、令和５年度は、伊方発電所で働く
従業員が、自らの言葉で自身の役割と安全への思い
を語る動画「一人ひとりが、安全への思いを胸に」
を新たに制作し、９月～11月に地域のケーブルテレ
ビ３局で放送した。動画は当社ホームページでも公
開している。

 また、愛媛県内の皆様へ伊方発電所の取り組み状況
を紹介するため、市・町が発行する広報誌（各市町
が全戸配布）の広告欄を活用し、伊方発電所の取り
組み状況を紹介させていただく取り組みを令和４年
度と同様、可能な範囲で実施した。

訪問対話活動リーフレットの一部

広報誌への掲載例
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 令和３年７月（３号機第１５回定期検査中）に伊方発電所で過去に当社元社員Ａ（現在は退職）が、宿直勤務
中に発電所を抜け出し、その間、一時的に伊方発電所原子炉施設保安規定（以下、「保安規定」という）に定
める必要な要員数※１を満たしていない時間帯があったことが判明した。

 調査の結果、本事案の原因は以下の通りであり、それぞれについて再発防止策を策定し、必要な対応を完了し
ている。

(1) 原子力安全に対する意識やコンプライアンスを徹底するという意識を欠いていた
(2) 当番者の管理に十分ではない点があった
(3) 当番者の交代に係るルールが一部不明確であった

 当社は再発防止策を策定し、愛媛県・伊方町に報告するとともに、愛媛県知事・伊方町長からの要請事項に取
り組むことを条件に３号機の運転を再開した。

 これまでの主な経緯は以下のとおり。

※１ 保安規定に定める必要な要員数
新規制基準施行後に策定した保安規定（平成28年4月実施）では重大事故等が発生した場合に対応を行う要員数（22名以上）を
定めており、夜間・休日は発電所構内に必要な要員を宿直させている。

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日 通報連絡（第１報）実施
元社員Ａが過去に宿直勤務中に発電所を抜け出し、その間、一時的に保安規定に定める必要な要員数
を満たしていない時間帯があったことを確認

７ 月 1 3 日 通報連絡（第２報）実施
元社員Ａ以外は外出実績の有無に係る調査で無断で発電所を抜け出した事案がなかったことを確認

９ 月 ８ 日 原子力規制委員会にて本事案は保安規定違反と評価（深刻度Ⅳ「通知あり」、再発防止策を継続確認）

９ 月 1 0 日 愛媛県および伊方町へ原因と対策の報告書を提出

1 0月 2 5日 環境安全管理委員会で報告書の内容と対策の実施状況を確認

1 1月 1 9日 愛媛県知事・伊方町長(11月10日)から３号機の運転再開にあたってのご要請をいただく。
（条件付きでの３号機の運転再開をご了解をいただく。）

令 和 ４ 年
令 和 ５ 年

８ 月 1 8 日
８ 月 １ 日

環境安全管理委員会で対策の実施状況を確認
環境安全管理委員会で対策の実施状況を確認

元社員Ａは、社内の担当部門（原子力部門以外）の調査で、約3年間に亘って会社経費で携行缶に給油したガソリンを私有車に給油していた
ことが判明したことから、令和2年5月に社内処分（懲戒休職6か月）を受け、同年11月に復職後、令和3年1月31日に自己都合退職。

３．２ 過去の保安規定違反の再発防止策の実施状況

（１）経緯
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要請事項 取り組み状況

１ 原⼦⼒事業者としての責任について
福島第⼀原⼦⼒発電所事故の教訓を決して忘

れることなく、安全最優先の取組を⾏うとともに、⼆
度と要員の無断外出のような事案を発⽣させない
よう、経営トップから協⼒会社社員⼀⼈⼀⼈に⾄
るまで、原⼦⼒事業者としての責任や使命を⾃覚
するよう改めて徹底すること。

• 当社幹部と発電所員等との意⾒交換や、幹部からの訓話・督励等の機会をとらえ、原⼦⼒事業者
としての責任や使命を⾃覚するよう伝えている。（継続実施）

令和５年度実績︓３３回 令和６年度実績（５⽉末時点）︓１１回
• 保安規定の遵守や企業倫理の徹底、コンプライアンス教育を年１回実施。（継続実施）
• 職場単位で⾝近な問題、疑問について、⾃由に議論し、より良い職場へと改善を図る活動（職場

研究会など）を年１回実施。（継続実施）
令和５年度は、リスクマネジメントの実践に取り組む⽬的で、リスクマネジメントに係る職場研究会を
実施し、令和４年度に抽出した各担当の業務が有するリスクの対応状況について議論を⾏い、改
善が進捗していることを確認した。

• 令和５年度は外部講師を招き、他業種のリスクマネジメントに係わる講演を開催。

２ 安全性の向上と県⺠の信頼回復について
再発防⽌策の確実な実施はもとより、これまで以

上に安全性向上に努め、技術⼒の維持・向上や
安全⽂化の醸成に取り組むこと。

また、再発防⽌策や安全⽂化の醸成活動の実
施状況について、県⺠に対してより⼀層丁寧に説
明し、県⺠の信頼の回復に努めること。

• 連続発⽣したトラブルの反映でも実施している「③安全⽂化の醸成活動」、「⑤技術⼒の維持・向
上」、「⑥県⺠への信頼回復」の取り組みにて実施。（継続実施）

３ 「えひめ⽅式」の徹底について
かねてより要請している「えひめ⽅式」の通報連

絡体制の徹底について、「えひめ⽅式」が信頼関
係の根幹であることを再認識し、遺漏なく実施する
こと。

• 伊⽅発電所の運営には、地域の皆様のご理解のうえに成り⽴っていることを再認識のうえ、地元との
信頼関係の礎である「えひめ⽅式」による情報公開の徹底に努めている。（継続実施）

３．２ 過去の保安規定違反の再発防止策の実施状況

（２）愛媛県からの要請事項への取り組み状況

赤文字は、令和５年８月１日 環境安全管理委員会にて報告した以降の更新箇所。
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推定原因 再発防止策

１ 原子力安全に対する意識やコンプライアンス
を徹底するという意識を欠いていた

• 経営層による訓話、督励 【継続実施】
• 保安規定等の遵守、企業倫理の徹底についての特別教育 【継続実施】
• コンプライアンス教育 【継続実施】
• 職場内での議論の実施 【継続実施】

２ 当番者の管理に十分ではない点があった • スマートフォンによる宿直当番者の所在確認 【継続実施】
• 宿直当番者の点呼の追加 【継続実施】
• 発電所退出者管理の強化 【継続実施】
• 社有車の管理の強化 【継続実施】

３ 当番者の交代に係るルールが一部不明確 • 当番者の交代管理等の強化 【継続実施】
• 腕章による平日当番者の意識付け 【継続実施】

上記の他、伊方発電所員の懲戒事案については、事案の内容を担当部署から原子力部門に連係し、原子力部門にお
いて、原子力安全上の問題がないか確認することとした。【継続実施】

 発電所関係者からの匿名による申告（令和2年6月24日確認）があり、その内容は「元社員Ａ（現在は
退職）が宿直勤務中に発電所を抜け出し業務を放棄していたが、保安規定不適合事案として是正およ
び公表されないのはなぜか」とするものであった。

 本申告を受け、コンプライアンス推進委員会※１で調査を実施した結果、元社員Ａが宿直当番の日に社
有車を使用して５回発電所外に出ていたことが確認され（うち４回は運転日誌に偽名を使用）、５回
の外出時間帯は、保安規定に定める必要な要員数を満たしていない時間帯があったことが判明した。

 また、発電所の出入管理記録、社有車の運転日誌、アンケート等の調査の結果、元社員Ａ以外に当番
中不正に発電所外へ出た者は確認されなかった。

※1:コンプライアンス推進委員会
法令遵守および企業倫理の徹底を図るため、平成14年12月に設置。社長を委員長、総務担当役員を主査とし、経営企画部長や広報部長など

部門横断的な立場から判断のできる間接部門の長などで構成。今回の調査は中立的第三者である社外弁護士の助言・指導の下で実施。

 推定原因と再発防止策

３．２ 過去の保安規定違反の再発防止策の実施状況

（参考資料１）過去の保安規定違反の概要および再発防止策等
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安全⽂化の１０特性

ＰＡ（個⼈の責任）

ＱＡ（問いかける姿勢）

ＣＯ（安全に対するコミュニケーション）

ＬＡ（リーダーの責任）

ＤＭ（意思決定）

ＷＥ（尊重しあう職場環境）

ＣＬ（継続的な学習）

ＰＩ（問題の把握と解決）

ＲＣ（問題を提起できる環境）

ＷＰ（作業プロセス）

３．２ 過去の保安規定違反の再発防止策の実施状況

（参考資料２）令和５年度の安全文化醸成活動への取り組み状況

安全文化醸成活動について

活動の実施

安全文化醸成活動に関する評価

（具体的な計画）
　・年度業務計画の策定

安全文化醸成活動に係る計画

（具体的な活動）
　・経営層による訓話、督励
　・安全文化に係る教育
　・職場内での議論の実施　
　　　　　　　　　　　　　など

（具体的な評価）
　・安全文化の意識調査
　　　　　　　　　　　　など

継続的改善

Plan

Do

Cheｃｋ

Action

（１）令和５年度の安全文化醸成活動に係る報告

 令和４年度に改善の余地がみられた、自主的・自律的に改善するための特性である
「ＣＬ（継続的な学習）」の意識の向上を図るため、令和５年度は「リスクマネジメン
トの実践」に係る以下の活動に取り組んだ。

• リスクマネジメントに関する啓蒙活動としてレター配信を開始

• 「リスクマネジメントの実践」をテーマとした職場研究会を実施し、令和４年度に
抽出したリスクの対応状況について議論を行い、改善が進捗していることを確認

 上記の取り組みを評価するため、意識調査を実施して以下の結果が得られた。

• 原子力部門の要員の大部分がリスクマネジメントの実践ができていると回答

• 継続的改善に取り組む姿勢など、「ＣＬ（継続的な学習）」に関連する項目につい
て意識が高い

 このことから、自主的・自律的に改善するための特性である「ＣＬ（継続的な学習）」
の意識の向上が図れていると評価する。

（２）令和６年度の安全文化醸成活動に係る計画

 継続的に実施している以下の再発防止策に加え、リスクマネジメントの更なる実践に向
けて、各個人が日常業務等にリスクマネジメントを活用できるよう推進していく。

• 経営層による訓話、督励

• 安全文化に係る教育

• 職場内での議論の実施 など

 また、他の電力各社の安全文化醸成に関する良好事例などの調査を継続し、より効果的
な取り組みとなるよう改善していく。

 引き続き、安全文化醸成活動を通じて、伊方発電所の安全文化に関する意識の向上に取
り組む。



 「連続トラブル」および「過去の保安規定違反」に係る ①再発防止策の実施および
②愛媛県知事、伊方町長からの要請事項への取り組みについての現時点の実施状況は
以下の通りであり、速やかに実施すべき事項および更なる安全性確保のための恒常的
な対策は既に完了しており、継続的に実施すべき改善活動についてもこれまでの取り
組みを通じて定着してきたと考えている。

① 再発防止策の実施状況

・当社が策定した再発防止策について、必要な対応は速やかに完了
・以降、再発防止策を徹底するとともに、継続的な改善活動に取り組んでいる

② 愛媛県知事・伊方町長からの要請事項への取り組み状況

・速やかに実施すべき事項および更なる安全性確保のための恒常的な対策は完了

・安全文化の醸成活動など、継続的に実施する事項への取り組みを続けている

 必要な再発防止対策は完了しており、記載内容に変更がない項目があることから、今
後は継続的に実施する改善活動のうち、安全文化の醸成活動等の進捗がある事項につ
いて報告することとする。
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３．３ 今後の対応について



１．はじめに

２．３号機第１７回定期検査の実施状況

３．連続発生したトラブルおよび過去の保安規定違反の
再発防止策等の実施状況

４．原子力規制検査指摘事項（火災防護）の対策実施状況

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
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○令和５年度原子力規制検査※１（火災防護（３年）検査）において確認された事案

I. 不適切な設計管理による火災防護対象ケーブルの系統分離対策の不備

II. 原子力規制検査に対する不適切な対応

４．原子力規制検査における指摘事項について
（１）概要
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【評価結果】

重要度※２：「緑」

深刻度※３：「SLⅣ（通知あり） 」

※１：原子力規制庁が原子力施設に対して行う検査。事業者の弱点や懸念点などに注視して監督を行うもの。
本件は火災防護に係るチーム検査（３年検査：３年に１回実施）において指摘を受けたもの。

※２：検査における指摘事項を安全上の重要度で分類したものであり、重要度が低い順に緑・白・黄・赤の４つに分類されている。

※３：検査における指摘事項を法令違反等の程度により分類したものであり、深刻度が低い順にSLⅣ・SLⅢ・SLⅡ・SLⅠの４つに分類されており、
SLⅣは「影響が限定的」とされている。

○電線管ケーブル等に対する火災防護対策

原子力発電所の安全停止等のために必要な機器については、機器へ電気を供給するケーブル等についても、
火災により全てのケーブルが損傷しないよう対策を実施する必要がある。

【火災防護対策の例】

 ケーブルトレイや電線管等には不燃性の材料を使用し、ケーブル
自体も燃えにくいもの（難燃性）を使用

 ケーブルトレイに耐火材を設置し、他のケーブルトレイへの延焼を
防止（系統分離対策）

 ケーブル等が損傷しても手動操作※４により機能を維持

 火災感知器や自動消火設備の設置 等
ケーブルトレイ電線管

※４ 火災発生時に電源ケーブル等が損傷したとしても、
機器（弁、ポンプ等）を手動で操作し、機器の機能を維持させる手段。

なお、本件については、令和６年３月２２日 環境安全管理委員会にて報告済み。
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○事案Ⅰ（不適切な設計管理による火災防護対象ケーブルの系統分離対策の不備）

事案の概要 当社の対応 対応状況

① 火災防護対象ケーブ
ルを収容する電線管に、
隔壁等の系統分離対
策が施工されていない。

• 速やかに固定火災源に近い電線管に耐火材を施工す
るなど工事計画と現場状況の不整合を解消する対応
を進めている。

• 次回（第１７回）定期検査終了までに、部屋、通路部内
に設置されている、火災により損傷の可能性がある防
護すべき機器（電線管等）に耐火材を施工するなど、
更なる火災防護の強化を実施予定。

2024年3月完了

2024年9月完了予定
（3号第17回定検で実
施予定）

（施工前） （施工後）

【固定火災源に近い電線管への耐火材施工状況】（2024年3月完了）

固定火災源に近い電線管 耐火材

４．原子力規制検査における指摘事項について
（２）対策の実施状況（１／４）
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○事案Ⅰ（不適切な設計管理による火災防護対象ケーブルの系統分離対策の不備）

事案の概要 当社の対応 対応状況

② 原子炉を手動で停止
するための手段（成功
パス）が確保できてい
ない。

• 主蒸気管室での火災発生リスクを低減するため、速や
かに主蒸気管室を持込可燃物保管禁止とするとともに、
固定火災源となる動力ケーブルに耐火材を施工する
対応を進めている。

• 次回（第１７回）定期検査終了までに、部屋、通路部内
に設置されている、火災により損傷の可能性がある防
護すべき機器（電線管等）に耐火材を施工するなど、
更なる火災防護の強化を実施予定。

2024年3月完了

2024年9月完了予定
（3号第17回定検で実
施予定）

（施工前） （施工後）

【主蒸気管室内の固定火災源への耐火材施工状況】（2024年3月完了）

固定火災源
（ケーブル）

耐火材

４．原子力規制検査における指摘事項について
（２）対策の実施状況（２／４）
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○事案Ⅱ（原子力規制検査に対する不適切な対応）

事案の概要 当社の対応 対応状況

① 意図的な不正は確認されなかったもの
の、令和５年１月に実施した火災防護に
係る日常検査において、事実と異なる
誤った資料を作成し、原子力検査官へ
説明した。

新規制基準対応当時、「火災時に電線
管ケーブルは損傷しない」ことを前提で
対応していたが、この資料では、新規制
基準当時から「火災時に電線管ケーブ
ルが損傷する」ことを前提で対応してい
たかのような記載となっていた。

• 原子力規制検査への上位職（発
電所部長職等）の関与を強め、
原子力規制検査で使用する文
書のレビューなど、承認プロセス
等について改善を図る。

• 火災防護をはじめとした設計の
考え方等を確認・再整理し、設
計管理事項として文書にまとめ
る。

2024年4月試運用開始
2024年10月本運用開始予定

2024年4月より整備作業開始

② 他発電所の火災防護対策に係る同様な
検査指摘事項が示された後において、
技術基準に適合すると判断する等、詳
細な調査等を行っていない。

他発電所の検査指摘事項に対する伊方
３号機の対応について、応急処置は不
要と判断し、その後は検討中としていた。

• 上記対応で整理した設計管理事
項を活用し、他発電所指摘事項
の当社への反映要否を検討す
るなど、未然防止対策を進めて
いく。

2024年4月より整備作業開始

４．原子力規制検査における指摘事項について
（２）対策の実施状況（３／４）

具体的事項は次頁Ａに記載

具体的事項は次頁Bに記載
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４．原子力規制検査における指摘事項について
（２）対策の実施状況（４／４）

A．原子力規制検査における承認プロセス等の改善 対応状況

• 原子力規制検査に係る対応や、資料のレビューの観点等をまとめた手引きを作成。

• 2024年4月の原子力規制検査（チーム検査）より、作成した手引きの試運用を開始。

• 2024年10月より、本運用開始予定。

B．設計の考え方の確認、再整理 対応状況

• 「火災防護」を対象に、以下の観点から再整理すべき設計情報を抽出し、設計管理
文書として整備することとしており、現在、再整理作業を実施中。 また、「溢水防護」や
「重大事故等対処設備」についても、順次再整理を実施する予定。

＜再整理の観点＞

 伊方３号機再稼働時の社内検討資料の再確認、整理

 他社プラントの再稼働審査資料の確認 （最新審査内容の自社への取り込み）

 過去の他社検査における指摘事項を整理
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①火災防護対象ケーブルを収容する電線管に、隔壁等の系統分離対策が施工されていない。

４．原子力規制検査における指摘事項について
（参考資料１）事案Ⅰ（不適切な設計管理による火災防護対象ケーブルの系統分離対策の不備）の概要

防護すべき機器（電線管B）と固定火災源（ケーブルトレイ）
との間に、１．６mm以上の厚さの鉄板および３２０mm以上
の離隔確保ができておらず、工事計画どおりの系統分離
ができていない※１。

※１ 従来は手動操作に期待し、原子炉を手動で停止するための手段（成功パス）
を確保していたが、設備による系統分離対策へ変更していた。

1.6mm鉄板ケーブルトレイ上部に

が確保されていない

および 320mm離隔

電線管Ｂ（防護対象）電線管Ａ

ケーブルトレイ
(固定火災源）

320mm未満 320mm未満

※２ 蒸気発生器で発生した放射性物質を含まない蒸気を大気へ放出する弁の
１つ。蒸気を大気へ放出することにより、原子炉容器を含む１次冷却系統を
冷却する。

※３ 当社は、主蒸気管室は空間が広く、アクセスし易いため、消火後に手動操
作できると考えていた。

下階層でつながっており、
同一空間

主蒸気
逃がし弁３A

主蒸気
逃がし弁３B

主蒸気
逃がし弁３C

主蒸気管室

主蒸気管室へは、
複数の出入口あり

発電所の安全停止に必要な主蒸気逃がし弁※２について
は、同弁を設置している主蒸気管室内で火災が発生して
も、同弁へアクセスし、手動操作が可能である必要がある
が、主蒸気管室全体に火災が及んだ場合は、同弁への速
やかなアクセスおよび手動操作ができない※３。

②原子炉を手動で停止するための手段（成功パス）が確保できていない。

例
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② 火災によりケーブルトレイ、電線管等に収容す
るケーブルが損傷した場合、現場で防護対象機
器（電動弁等）を手動で操作することにより、原
子炉の安全停止に必要な機能を確保

① 火災によりケーブルトレイ、電線管等に収容するケーブルが損傷
しないよう、防護対象ケーブルを耐火材で覆う、または火災源
（電気盤等）側を鉄板で覆い必要な離隔距離を確保する等により、
原子炉の安全停止に必要な機能を確保

（防護対象機器）

電動弁

電線管
電線管

（防護対象機器）

電動弁

耐火材

(防護対象機器）

電動弁

320mm以上

電線管

固定火災源
(1.6mm鉄板)

電動弁

○工事計画における系統分離対策

火災防護対象機器等に対して、以下のような系統分離対策を講じる。

（対策の例）

① １時間の耐火性能を有する隔壁（1.6mm以上の厚さの鉄板＋320mm以上の離隔確保）、火災感知
設備及び自動消火設備の設置

② 原子炉の安全停止に必要な機能を確保するための手段を、手動操作に期待してでも、少なくとも１
つ確保する。

４．原子力規制検査における指摘事項について
（参考資料２）工事計画における系統分離対策
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１．はじめに

２．３号機第１７回定期検査の実施状況

３．連続発生したトラブルおよび過去の保安規定違反の
再発防止策等の実施状況

４．原子力規制検査指摘事項（火災防護）の対策実施状況

５．至近の伊方発電所に関するトピックス

（１）伊方発電所３号機 高経年化技術評価（３０年目）国の審査進捗状況について

（２）使用済燃料乾式貯蔵施設の設置状況について

（３）２０２４年４月１７日 豊後水道の地震における伊方発電所での観測記録

（４）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表について
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○ 高経年化技術評価および長期施設管理方針

• 原子炉等規制法等に基づき、原子力発電所の運転開始後３０年を経過する日までに、安全機能を有
する機器・構造物等に対して経年劣化に関する技術的な評価を実施し、３０年以降の１０年間に実施
すべき施設管理に関する方針（長期施設管理方針）を策定するもの。

• 策定した長期施設管理方針は保安規定へ反映し、国の認可を受けることが求められている。

○ 昨年１１月の保安規定変更認可申請以降、８月２２日までに１２回のヒアリング、３回の審査会合を実施し、
主な議論は終了。

○ また、7/31～8/2の間で伊方発電所において、高経年化評価に関係する書類等について確認いただいた。

○ 今後、これまでの審査を踏まえた保安規定変更認可申請の補正申請を実施予定。

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（１）伊方発電所３号機 高経年化技術評価（３０年目） 国の審査進捗状況について

2023年度 2024年度

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

▼ ▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼ ▼

保安規定
変更認可期限

12/14

◆11/1 保安規定変更認可申請

★1/18 ＃１審査会合 ★5/14 ＃２審査会合

★7/24 ＃３審査会合

◇9月予定
補正申請

7/31～8/2
現地確認

原子力規制庁とのヒアリング

▼ ▼
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（参考）ＧＸ脱炭素電源法案への対応について

２０２３年５月３１日にＧＸ（Green Transformation）脱炭素電源法案が国会で可決され、高経年化した発電用原子
炉に対する規制（長期施設管理計画の認可制度）および発電用原子炉の運転期間に関する法律が一部改正さ
れ、同年６月７日に公布された。また、本改正法は、２０２５年６月６日に施行されることとなっている。

伊方発電所３号機については、新法令施行前に運転開始後３０年（２０２４年１２月１５日）を経過することから、現
行法令に基づき、２０２４年１２月１４日までに、今回策定した長期施設管理方針を反映した保安規定の変更認可
を受け、その後、新法令に基づき長期施設管理計画を申請し、２０２５年６月５日までに国の認可を受ける必要が
ある。

長期施設管理計画については、別途原子力安全専門部会および環境安全管理委員会にてご報告する。

運転期間 30年 40年 50年 60年

現行法令
（原子炉等規制法）

新法令

安全規制
（原子炉等規制法）

利用政策
（電気事業法）

高経年化技術評価制度
▼認可 ▼認可 ▼認可

運転期間延長認可制度
▼特別点検

▼認可

長期施設管理計画
▼認可 ▼認可 ▼認可 ▼認可

▼特別点検 ▼追加点検

運転期間延長認可制度
(安定供給確保、自主的安全性向上、防災対策等)

▼認可

①

②

＊①が今回の報告内容。②については①の対応後に実施。

20年を超え
ない期間で
の運転延長

令和6年3月22日 環境安全管理委員会資料より
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５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（２）使用済燃料乾式貯蔵施設の設置状況について

令和3年7⽉7⽇認可

平成30年
5⽉25⽇

原⼦炉設置変更許可申請
（施設の基本設計）

設計及び⼯事計画認可申請
（施設の詳細設計）

使⽤済燃料乾式貯蔵施設設置⼯事

運⽤開始

令和３年
１⽉８⽇

令和７年
７⽉予定

令和2年9⽉16⽇許可
令和2年12⽉23⽇

事前協議了解

検査合格

現在

令和３年
11⽉30⽇

着⼯

 使用済燃料乾式貯蔵施設は、伊方発電所で発生した使用済
燃料を再処理工場に搬出するまでの間、発電所内で一時的
に貯蔵する施設。

 令和３年１１月に施設の設置工事を開始し、令和７年２月
の運用開始を予定していたが、核物質防護設備についてよ
り確実な防護とすべく、当初計画より設計を変更すること
とし、令和６年６月１２日、原子力規制員会に原子炉設置
変更許可に係る工事計画変更の届出※を実施。

 これにより、運用開始時期を令和７年２月から、令和７年
７月に見直した。引き続き安全最優先で工事を進めていく
所存。

 なお、核物質防護の設計方針に変更はなく、「乾式貯蔵施
設に関する原子力安全専門部会報告書」の記載内容に変更
が生じるものではない。

 また、施設の運用を示した原子炉施設保安規定については、
令和６年７月３０日、原子力規制委員会に変更認可申請を
行い、現在国の審査を受けているところ。

原⼦炉設置変更許可に係る届出
（⼯事計画の変更）

令和6年
6⽉12⽇

令和6年
7⽉30⽇

原⼦炉施設保安規定変更認可申請
（施設の運⽤）

認可

※ 令和６年６月１２日、当社ＨＰにて公表済み



地震発生場所 豊後水道（震源深さ３９㎞）

地震発生時刻 ２０２４年４月１７日２３時１４分

マグニチュード ６．６

地震タイプ 海洋プレート内地震（正断層型）

震度 最大震度６弱（愛南町，宿毛市）

気象庁及び地震調査研究推進本部公表資料より抜粋・一部加筆

今回の地震のタイプ

縦ずれ断層 正断層

今回の地震のタイプ
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５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ａ. ２０２４年４月１７日豊後水道の地震の概要
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５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｂ．伊方発電所での地震計設置位置図（配置図）

３号機原子炉補助建屋

基礎上端 EL+3.3m

１号機原子炉補助建家

基礎上端 EL+4.2m

２号機原子炉補助建家

基礎上端 EL+4.2m

基盤系地震計

深部地震計

深度160m

深度5m

深度500m

深度2000m

深度160m

深度80m

深度5m



１号機 ２号機 ３号機

補助建家基礎上端
補助建家基礎上端

補助建屋基礎上端

36

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｃ．伊方発電所原子炉補助建屋基礎上端の観測位置
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伊方発電所

1号 2号 3号

南北 35 38 31

東西 33 37 33

上下 19 20 19

地震

最大加速度
（単位：ガル）

1号 2号 3号

2001/3/24
芸予地震※

（M 6.7）
53 64 48

2014/3/14
伊予灘の地震※

（M 6.2）
56 55 45

2024/4/17
豊後水道の地震

（M 6.6）
35 38 33

【参考】
伊方発電所の過去の主要な地震観測記録
（原子炉補助建屋基礎上端）との比較

※参考として資料末尾に2001年芸予地震，2014年伊予灘の
地震の観測記録を掲載

凡 例

伊方発電所

K-NET観測点

KiK-net観測点

震央位置

＜各観測点の色の凡例＞
最大加速度（単位：ガル）

0 50 100 150 200

最大の加速度を観測した地点

宇和島

南北 555

東西 431

上下 144

2024/4/17 M 6.6
震源深さ 39km

(注) 水平方向及び鉛直方向のうちの最大加速度をプロットしている

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｄ．伊方発電所及び伊方発電所周辺の観測記録（最大加速度）

伊方

南北 86

東西 85

上下 96
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1号機

2号機

3号機

1号機

2号機

3号機

1号機

2号機

3号機

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｅ．観測記録（原子炉補助建屋基礎上端）

※3号機の地震計は、プラントノースの方向（設計上の北向きで、地図上の南向きと対応）が正の値となるように設置しているため、南北方向及び東西方向の加速度時刻
歴波形は地図上の方位と反転して観測される。過去の原子力安全専門部会においては、上段の加速度時刻歴波形の図について、プラントノースを正として観測値のま
ま図化していたが、今回の資料からは1・2号機と合わせて地図上の北向きが正の値となるように図化する。

南北方向 東西方向 上下方向
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GL-160m

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｅ．観測記録（基盤系地震計）

南北方向 東西方向 上下方向
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５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｅ．観測記録（深部地震計）
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○深部地震計は、特異な地盤増幅の有無を検証する目的で自主的に設置したものであり、伊方発電所周辺
で発生した地震規模が比較的大きい地震である、２０１４年３月１４日の伊予灘の地震（Ｍ６．２）で
得られた深部地震計の観測記録について、過去の専門部会において特異な地盤増幅がないことを確認し
ている。（参考３）

○今回の地震の観測記録について、各深度間のフーリエスペクトル比を２０１４年の伊予灘の地震等と比
較したところ、スペクトル比はばらつきの範囲で同様の傾向を示しており、特異な地盤増幅を示唆する
ものではないことを確認した。

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（３）ｆ．観測記録のスペクトル比（深部地震計）

２０２４/４/１７
（南北方向）

２０２４/４/１７
（東西方向）

２０１４/３/１４
（南北方向）

２０１４/３/１４
（東西方向）

過去に深部地震計で１０ガル以上
を観測した地震
（南北方向・東西方向）

フーリエスペクトル比（水平方向）
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参考１：２００１年３月２４日芸予地震（Ｍ６．７）の観測記録（原子炉補助建屋基礎上端）
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南北方向 東西方向 上下方向
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※3号機の南北方向及び東西方向の加速度時刻歴波形については、今回の資料から、1・2号機と合わせて地図上の北向きが正の値となるように図化した。
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参考２：２０１４年３月１４日伊予灘の地震（Ｍ６．２）の観測記録（原子炉補助建屋基礎上端）
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南北方向 東西方向 上下方向

1号機

2号機

3号機

1号機

2号機

3号機

1号機

2号機

3号機

※3号機の南北方向及び東西方向の加速度時刻歴波形については、今回の資料から、1・2号機と合わせて地図上の北向きが正の値となるように図化した。
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参考３：愛媛県原子力安全専門部会（平成２６年１２月２４日）における説明内容【概要】

2007年新潟県中越沖地震における
柏崎刈羽原子力発電所の地震動の特異な増幅の要因

[出典：東京電力(株) 発表資料]
地震動の観測記録とはぎとり解析の概念

（観測記録） （はぎとり解析）

Ｅ4 Ｆ4

Ｅ4＋Ｆ4
Ｅ3 Ｆ3

Ｅ2 Ｆ2

Ｅ1 Ｆ1 （＝Ｅ1）

▼地表面

地震計 ▼仮想の地表面
2Ｅ4

Ｅ4 Ｆ4 （＝Ｅ4）

○地震動は，地盤内の地層境界での入射(透過)と反射を繰り返しながら地下深部から地表まで伝播し，その過程の
地下構造に応じて増幅（あるいは減衰）する。例えば，2007年新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所
の地震動の特異な増幅の要因は，深部地盤における不整形性や古い褶曲構造に起因するものであったことが知ら
れている（右下図参照）。

○伊方発電所における2014年伊予灘地震の観測記録において，地表付近(GL-5m)と地震基盤相当位置(GL-2000m)の
観測記録の振幅に一部周期帯で差異が見られたことから，この差異の要因について分析し，特異な増幅がないこ
とを同年12月24日の原子力安全専門部会において報告した。（45～47ページ）

○具体的には，地中で地震波を観測した場合，その観測記録は下方からの入射波(Ｅ)と上方からの反射波(Ｆ)の両
方が重なり合った地震波(Ｅ＋Ｆ)となっていることから，伊方発電所の地震基盤相当位置から地表への伝播過程
における特異な増幅の有無を確認するため，反射波(Ｆ)の影響を取り除くはぎとり解析により，地表付近(GL-5m)
と地震基盤相当位置(GL-2000m)のはぎとり波(２Ｅ)がおおむね一致することを確認した。

○地表付近と地震基盤相当位置の観測記録に見られた一部周期帯での差異は，反射波(Ｆ)の影響によって生じたも
のと考えられ，地盤の不整形性や褶曲構造等の地下構造に起因する特異な増幅ではない。
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参考３：愛媛県原子力安全専門部会（平成２６年１２月２４日）説明資料【抜粋・再掲】
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参考３：愛媛県原子力安全専門部会（平成２６年１２月２４日）説明資料【抜粋・再掲】
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参考３：愛媛県原子力安全専門部会（平成２６年１２月２４日）説明資料【抜粋・再掲】
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５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（４）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表について

 令和６年８月８日１６時４３分頃、日向灘においてマグニチュード７．１の地震が発生し、宮崎県
日南市で最大震度６弱を観測した。

 伊方町湊浦では震度４を観測したが、伊方発電所では揺れを感知しなかった。（２ガル未満）

 また、今回の地震に伴い、同日１９時１５分に「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発
表された（８月１５日１７時 政府としての特別な注意の呼びかけ終了） 。

 次ページ以降、当発表に対する当社の対応状況について説明する。

宮崎の東南東30km付近
深さ約31km

気象庁ホームページより抜粋・一部加筆
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 当社は、社内規定に基づき全社に「警戒体制」を発令し、情報収集および情報連絡を速やかに行え
る体制を構築するとともに、企業活動を継続するための措置や地震への備えの再確認等を実施。

 伊方発電所においては、平時から原子力災害に備えた体制（運転員、緊急時対応要員が24時間常
駐）を構築し、７日間活動を継続できる資機材等を常備しているが、社内規定に基づき、あらためて
体制の再確認および食料や燃料の備蓄、資機材の再確認等を実施。

 また、当社ホームページやSNSにて、地震発生後の伊方発電所の状況について情報発信を実施。

５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（４）ａ．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表に伴う当社の対応

当社ホームページおよびSNS（X）より

第１報 第２報
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５．至近の伊方発電所に関するトピックス
（４）ｂ．伊方発電所における南海トラフ地震による影響評価

【地震動評価】

○伊方発電所に影響を与える地震を詳細
に調査した上で、より厳しい条件を設定
して、最大規模の地震の揺れ（基準地
震動）として６５０ガルをはじめとする複
数の地震動を策定。

○南海トラフ地震で想定される最大の揺
れは１８１ガルと評価。

【津波評価】

○地震に伴う隆起や沈降といった広域的
な地殻変動量も考慮したうえで基準津
波８．１ｍを策定し、海抜１０ｍの敷地が
浸水しないことを確認。

○南海トラフ地震で想定される最大の津
波は２．５ｍと評価。

当社パンフレット（ホームページにも掲載）「伊方発電所の安全確保に向けた取り組みについて」より


